
章 款 項 目

平成

令和

13始期

終期

　島原商工会議所青年部の活動費に対する補助及び同青年部が主管として本年度開催される日本商工会議所
青年部第４０回九州ブロック大会島原大会への補助。
　同青年部が総務委員会、式典・懇親会委員会、分科会委員会、広報委員会等を構成し、企業の成長・発展
と地域社会の活性化を目指すとともに、九州ブロック大会の開催により次代を担う青年経済人が交流と連携
の輪を広げ企業の発展と地域社会の形成に果たす役割を確認し自己研鑽と地域経済への貢献を推進する。
　

　島原商工会議所青年部

464

前年度繰越金 180

次年度繰越金
（②－①）

その他雑収入

②
歳
入
内
訳
（

千
円
） 10 1,010 642

213

事
　
　
業
　
　
の
　
　
概
　
　
要
　
　
等

補 助 金 交 付 の
対 象 （ 団 体 名 等 ）

実
施
期
間

400

　地域社会の活性化を推進する資質を持った青年商工業者の育成

事業の背景及び概
要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など

基
本
事
項

1207

年度から

年度まで

商工業後継者育成補助金

予　算
科　目

7

実施を義務付ける規定

2

　　　　　　　　年度
区分

①　団体等事業費
(千円）

補助金交付額(千円）

28

補助金の使途
についての特
記事項等

　本補助金については、例年、商工会議所青年部の運営費補助を行っているものであるが、令和2年度予算につ
いては、日本商工会議所青年部　第４０回九州ブロック大会島原大会開催（九州7県で持ち回り開催）のための
補助金1,000,000円を含めている。
【参考】
　前回長崎県開催は平成24年度の大村大会。開催市のほとんどが同額の補助金を交付している。
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１．商工会議所青年部の活動費に対する補助
　　　288,000円
２．日本商工会議所青年部　第４０回九州ブロック大会島原大会への補助　※令和２年度限り
　　1,000,000円
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ -1,014

備　　考

商工業後継者育成補助金

　商工業後継者育成のための研修会など、新たな経営感覚を身につけ、地域活性化に向けた資質向上に資する事業活動を
行っており、今後も継続して補助する必要がある。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
　商工会議所青年部は、地域活性化の一翼を担う活動を行っており、商工業
後継者の育成を進めるうえで市の関与の必要性はあると考える。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

　商工会議所は、商工会議所法において、「その地区内における商工業の総
合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的と
する。」されており、商工会議所の青年部組織が、その目的達成のために取
り組む様々な事業活動に対する助成については、特段の見直しは必要ないと
考える。　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性
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　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

商工会議所は、商工会議所法において、「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼
ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」されており、会議所活動の一翼を担う青年
部組織が、その目的達成のために取り組む様々な事業活動や資質向上のための育成に対する助成は重
要であり、特段の見直しは必要ないと考える。

　地元企業の後継者が互いに連携を深め、事業を推進することで、新たな経
営感覚を身につけ、地域活性化に向けた資質の向上が図られるため事業の効
果はあると考える。

千円

休止･廃止の具体的方向性
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定
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意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


